
国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

本則 本則  
   

(学務課) 

第23条 (略) 

(学務課) 

第23条 (略) 
 

2 学務部学務課教育支援室においては、次の事務をつかさどる。 2 学務部学務課教育支援室においては、次の事務をつかさどる。  

(1) (略) (1) (略)  

(2) 教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関するこ

と。 

(2) 教育に係る中期目標・中期計画に関すること。 国立大学法人法の

改正に伴う改正 

(3)～(10) (略) (3)～(10) (略)  

3 (略) 3 (略)  

(企画課) 

第29条 総務・経営企画部企画課においては、次の事務をつかさ

どる。 

(企画課) 

第29条 総務・経営企画部企画課においては、次の事務をつかさ

どる。 

 

(1) 本学の中期計画、年度計画等に関すること。 (1) 本学の中期計画等に関すること。 国立大学法人法の

改正に伴う改正 

(2)～(11) (略) (2)～(11) (略)  

(府中地区事務部) 

第31条 (略) 

(府中地区事務部) 

第31条 (略) 
 

2・3 (略) 2・3 (略)  

4 府中地区事務部附属センター事務室においては、農学部附属動

物医療センター、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教

育研究センター及び感染症未来疫学研究センターに係る次の事務

をつかさどる。 

4 府中地区事務部附属センター事務室においては、農学部附属動

物医療センター、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教

育研究センター、農学部附属感染症未来疫学研究センター及び農

学部附属野生動物管理教育研究センターに係る次の事務をつかさ

どる。 

野生動物管理教育

研究センターの設

置に伴う改正 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)  
   

附 則(令和4年4月1日規程第9号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 


